
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

- 1 - 

独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

対
照
表 

○ 

総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
（
第
五
十
六
条
関
係
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
。
ゴ
シ
ッ
ク
部
分
は
修
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

修 

正 

案 

改 

正 

案 

現 
 

行 

 
 

 
 

 

 

（
役
員
の
任
命
） 

第
二
十
四
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

法
務
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
理
事
長
又
は
監
事
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
必
要
に
応
じ
、
公
募
（
理
事
長
又
は
監
事
の
職

務
の
内
容
、
勤
務
条
件
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
公
示

し
て
行
う
候
補
者
の
募
集
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
活
用
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
公
募
に
よ
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
透
明
性

を
確
保
し
つ
つ
、
候
補
者
の
推
薦
の
求
め
そ
の
他
の

適
任
と
認
め
る
者
を
任
命
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５
～
７ 

（
略
） 

 

（
役
員
の
任
命
） 

第
二
十
四
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

法
務
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
理
事
長
又
は
監
事
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
必
要
に
応
じ
、
公
募
（
理
事
長
又
は
監
事
の
職

務
の
内
容
、
勤
務
条
件
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
公
示

し
て
行
う
候
補
者
の
募
集
を
い
う
。
）
、
候
補
者
の

推
薦
の
求
め
そ
の
他
の
適
任
と
認
め
る
者
を
任
命
す

る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

  

５
～
７ 

（
略
） 

 

（
役
員
の
任
命
） 

第
二
十
四
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
新
設
） 

         

４
～
６ 

（
略
） 
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○ 
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
（
第
七
十
二
条
関
係
） 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
。
ゴ
シ
ッ
ク
部
分
は
修
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

修 

正 

案 

改 

正 

案 

現 
 

行 

 
 

 
 

 

 

（
役
員
の
任
命
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
理
事

長
又
は
監
事
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
必
要

に
応
じ
、
公
募
（
理
事
長
又
は
監
事
の
職
務
の
内
容
、

勤
務
条
件
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
公
示
し
て
行
う
候

補
者
の
募
集
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
活
用
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
募

に
よ
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
透
明
性
を
確
保
し

つ
つ
、
候
補
者
の
推
薦
の
求
め
そ
の
他
の
適
任
と
認

め
る
者
を
任
命
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４
・
５ 

（
略
） 

 

（
役
員
の
任
命
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
理
事

長
又
は
監
事
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
必
要

に
応
じ
、
公
募
（
理
事
長
又
は
監
事
の
職
務
の
内
容
、

勤
務
条
件
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
公
示
し
て
行
う
候

補
者
の
募
集
を
い
う
。
）
、
候
補
者
の
推
薦
の
求
め

そ
の
他
の
適
任
と
認
め
る
者
を
任
命
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

  

４
・
５ 

（
略
） 

 

（
役
員
の
任
命
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
新
設
） 

         

３
・
４ 

（
略
） 

 
 

 
  


